財団法人　福井県産業廃棄物処理公社業務方法書

第　１　章　　　　総　　　則

（趣　旨）

第１条　この業務方法書は、財団法人福井県産業廃棄物処理公社寄附行為第４条の規定に基づき、財団法人福井県産業廃棄物処理公社（以下「公社」という。）が行う廃棄物の処理及び処分に関する施設を設置し、及び管理する事業に係る業務の方法について、基本的事項を定めることによりその業務の適正な運営を図るものとする。

（業務の運営方針）

第２条　公社が行う廃棄物の処理及び処分に関する施設を設置し、及び管理する事業の実施については、福井県廃棄物処理計画に基づいて広域的、かつ、総合的に行うものとし、更にこの事業の効率的な運営を図るため、公社は、事業を行うに必要な土地を取得して廃棄物処理施設（以下「施設」という。）を建設し、その管理運営にかかる作業を民間事業者に委託できるものとする。

第　２　章　　　　公社の行う事業の内容

（土地の取得、施設の建設及び管理）

第3条 　公社は、関係行政機関等の資金的、技術的援助をうけて、事業を行うに必要な土

地を取得して施設を建設し、管理するものとする。

（事業者の決定）

第４条　第２条に規定する民間事業者（以下「事業者」という。）については、廃棄物を排出する企業等で組織され、かつ技術的能力を有し、適正に運営できると認められるものであって、理事会の承認を得て理事長が決定するものとする。

（契約の締結）

第５条　公社は、前条の事業者を決定したときは、別に定める土地及び施設の管理運営にかかる作業について、委託契約を締結するものとする。

（委託料）

第６条　前条の契約にかかる委託料は、原則として公社の資金運用計画に基づいて定めるものとする。

（取扱廃棄物の種類と受入基準）

第7条 公社が取扱う廃棄物の種類とその受入基準については、理事長が別に定める。

（処理手数料）

第8条 公社は、産業廃棄物の処理及び処分に係る手数料を定める。

第　３　章　　　　業務方法書の変更

（業務方法書の変更）

第９条　この業務方法書は、理事会の議決を経て、かつ、主務官庁の承認を得なければ変更することができない。

第　４　章　　　　雑　　　則

（補　則）

第１０条　この業務方法書の施行に関し、必要な事項は理事長が定める。

附　　　　則

この業務方法書は、主務官庁の承認のあった日（昭和５６年１０月３日）から施行する。

附　　　　則

この業務方法書の変更は、主務官庁の承認のあった日（平成１４年４月１日）から施行する。
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